
21JAGREE 109．2025・12

国の政策・予算の動き（２）

１　はじめに
2025（令和７）年９月 12 日、新たな土地改
良長期計画が閣議決定されました。土地改良長
期計画は、土地改良事業の計画的な実施に資す
るため、土地改良法の規定に基づき、５年を一
期として、事業実施の目標及び事業量を定める
ものです。
2024（令和６）年６月に食料・農業・農村基
本法が改正され、本年４月には基本法の基本理
念を具体化する新たな食料・農業・農村基本計
画が閣議決定されたところです。新たな基本計
画の下、農業の構造転換を集中的に推進してい
くことが重要であり、土地改良事業もこれに即
して計画的・効果的に実施していくことが必要
です。
このため、１年前倒しで土地改良長期計画の
見直しを行い、2025（令和７）年度から 2029（令
和 11）年度を計画期間とする新たな計画を策
定したものです。
本稿では、新たな土地改良長期計画の概要に
ついてご紹介します。

２　農業・農村をめぐる情勢及び課題
土地改良事業の計画的・効果的な実施に当
たっては、以下の農業・農村をめぐる情勢及び
課題に対応していく必要があります。
（１）食料安全保障を取り巻く環境の変化
（２）�農業者の減少に伴う農業生産活動への

影響
（３）農業生産基盤の脆弱化

（４）自然災害リスクの増大
（５）持続可能な環境配慮の主流化
（６）農業・農村の多様性への配慮
（７）建設業等を取り巻く情勢の変化

３　新たな土地改良長期計画のポイント
こうした情勢の変化及び課題に適切に対処

し、改正基本法に基づく初動５年間において、
農業の構造転換を集中的に推し進めていくた
め、本計画では、４つの政策課題とそれに対応
する５つの政策目標を定め、その達成に向けて
重点的に取り組むべき施策を位置付けていま
す。また、この他に、計画の円滑かつ効果的な
実施に当たって必要な事項を定めています。
（１）政策課題について
本計画では、政策課題として、「生産性向上

等に向けた生産基盤の強化（政策課題１）」、「農
業用水の安定供給及び良好な排水条件の確保
（政策課題２）」、「増大する災害リスクに対応す
るための農業・農村の強靱化（政策課題３）」、
「農村の価値や魅力の創出（政策課題４）」を位
置付けています。
このうち、政策課題２は、老朽化に伴う農業

水利施設の突発事故の多発、施設操作に係る人
員の減少・高齢化等により「保全」の重要性が
一層高まっていることを踏まえ、改正基本法に
おいて、従来の農業生産基盤の「整備」に加え
て、「保全」が明記されたことから、今回新た
に位置付けたものです。
さらに、改正基本法において、「環境と調和

新たな土地改良長期計画について

～食と暮らしを支える水と土の未来のために～
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のとれた食料システムの確立」が新たに基本理
念に位置付けられたことを踏まえ、４つの政策
課題に共通して取り組むべきこととして、「農
村協働力」に加えて、「環境と調和のとれた持
続可能な農業生産」を位置付けています。
（２）政策課題を達成するための目標と具体の
施策について
各政策課題を達成するための政策目標と具体
の施策、その成果を測るための主な成果目標
（KPI）と事業量は以下のとおりです。
政策課題１：生産性向上等に向けた生産基盤の
強化

【政策目標１】農地の集積・集約化及びスマー
ト農業の推進に向けた基盤整備による生産コス
トの低減
施策１ 担い手への農地の集積・集約化及びス
マート農業技術の導入による生産コストの低減
を図るための農地の大区画化、管理作業の省力
化に資する基盤整備等の推進
コストの徹底的な低減に向けて、１ha 以上
の大区画農地の整備を加速化するとともに、中
山間地域等においては、ほ場周りの管理作業の
省力化に資する整備を推進します。
主なKPI
・�大区画化等の基盤整備実施地区における担い
手の米生産コストの労働費削減割合� 	
６割以上
主な事業量
・水田の基盤整備　約９万 ha
　�うち、水田の大区画化（１ha 以上）� 	
約６万 ha

【政策目標２】国内の需要等を踏まえた生産の
拡大
施策２ 国内の需要等を踏まえた麦・大豆・園
芸作物等の生産拡大のための水田の汎用化・畑
地化、畑地・樹園地の高機能化等の推進
輸入依存度が高い麦・大豆や、国内外で需要
のある園芸作物の国内生産を増大するため、水
田の汎用化・畑地化や、畑地かんがい施設の整

備等による畑地・樹園地の高機能化を推進しま
す。
主なKPI
・�基盤整備完了後、一定期間が経過した地区に
おいて、事業実施前後で麦・大豆等の生産量
が３割以上増加している地区の割合

　８割以上
主な事業量
・�水田の汎用化　約６万 ha

政策課題２：農業用水の安定供給及び良好な排
水条件の確保

【政策目標３】農業水利施設の戦略的な保全管
理による持続的な機能確保
施策３ 基幹から末端までの農業水利施設の保
全管理に向けた施設の適時適切な補修・更新、
適切な保全管理の推進
土地改良区や市町村等の関係者が共同して、

将来の保全体制を構築する水土里ビジョンの策
定を推進するとともに、施設の計画的な補修・
更新や状況に応じた迅速な補強等を通じて、突
発事故等による通水停止の事態の未然防止を図
ります。
主なKPI
・�農業水利施設の機能が保全され、農業用水が
安定的に供給されている農地面積の割合� 	
10 割

・�土地改良区の受益面積のうち、水土里ビジョ
ンにより地域の農業水利施設等の保全体制が
構築された割合　８割以上

主な事業量
・�健全度評価により早急な対策が必要と判明し
ている基幹的農業水利施設　水路約 4,200km 
施設約 730 か所

　�うち、更新に着手する基幹的農業水利施設　
水路約 1,100km 施設約 290 か所
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施策４ 施設の集約・再編、省エネルギー化・
再生可能エネルギー利用、ICT導入等による維
持管理の効率化・高度化の推進
機能診断におけるロボット技術等の活用、更
新に際しての施設の集約・再編及びポンプ等の
省エネ化、小水力等の再エネ利用、操作・運転
の省力化・自動化のための ICT 導入等を推進
します。
主なKPI
・�更新事業（機能向上を伴う事業地区を除く）
の着手地区において施設の集約・再編、ICT
の導入等により維持管理費を節減する地区の
割合　10 割
主な事業量
・�農業水利施設のストック適正化等に着手する
地区　約 160 地区

政策課題３：増大する災害リスクに対応するた
めの農業・農村の強靱化

【政策目標４】気候変動等により激甚化・頻発
化する災害に対応した防災・減災対策の推進
施策５ 防災重点農業用ため池の防災工事等の
集中的かつ計画的な推進
防災工事等推進計画に位置付けられた防災重
点農業用ため池の防災工事等を加速化するとと
もに、ハザードマップの作成・周知、ため池管
理者への技術的な支援、遠隔監視機器の導入等
のソフト対策を推進します。
主なKPI
・�防災対策を講じる優先度が高い防災重点農業
用ため池における防災工事着手割合
　９割以上
主な事業量
・�防災工事に着手する防災重点農業用ため池
　約 3,400 か所

施策６ 気候変動等を踏まえた農業水利施設の
整備、農地・農業水利施設を活用した流域治水
の取組、渇水・高温対策、農業水利施設の地震
対策、農道及び農業集落排水施設の強靱化等の
推進
将来の降雨予測に基づく排水施設の整備・改

修、田んぼダム等の流域治水の取組、農業水利
施設の地震対策等を推進します。
主なKPI
・�湛水被害等が防止される農地及び周辺地域の
面積　21 万 ha

主な事業量
・�各種防災対策の実施　約 1,800 地区

政策課題４：農村の価値や魅力の創出
【政策目標５】農村における所得の向上と雇用
機会の創出、農村に人が住み続けられる生活環
境の確保、多様な人材が関わる機会の創出
施策７ 生産基盤と生産・販売施設等の総合的
な整備を通じた所得の向上と雇用の創出、生活
インフラの整備の推進
中山間地域等において、地域の特色を活かし

た営農を確立するため、生産基盤及び生産・販
売施設等の総合的な整備を推進するとともに、
地域の実情に応じ、小規模できめ細かな基盤整
備を推進します。また、農業集落排水施設、農
道、情報通信環境等生活インフラの整備を推進
します。
主なKPI
・�中山間地域等において、農業生産基盤及び生
産・販売施設等の総合的な整備を行っている
地区のうち、収益力向上等を達成する地区の
割合　10 割

主な事業量
・�農業生産基盤及び生産・販売施設等の総合的
な整備により収益力向上等に取り組む地区

　約 80 地区
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施策８  多様な人材の参画等を通じた農地・農
業水利施設等の保全管理の体制強化、環境負荷
低減の取組等の推進
農地の保全に資する地域共同活動を行う多面
的機能支払制度及び中山間直接支払制度につい
て、多様な人材の参画等を通じた体制強化を推
進します。
主なKPI
・�農地の保全に資する地域の共同活動を行う小規
模組織のうち体制強化に取り組む組織の割合
・�農地・農業水利施設等の保全管理の共同活動
を行う小規模組織のうち体制強化に取り組む
組織の割合　５割以上
・�中山間地域等における農業生産活動に係る地
域の共同活動を行う小規模組織のうち体制強
化に取り組む組織の割合　５割以上
主な事業量
・�農地・農業水利施設等の保全管理により農業
生産活動が維持される農用地面積
　237.8 万 ha
・�中山間地域等における条件不利補正により農
業生産活動が維持される農用地面積
　66.4 万 ha

（３）計画の円滑かつ効果的な実施に当たって
必要な事項
ア�環境と調和のとれた持続可能な農業生産への
対応
「みどりの食料システム戦略」等に基づき、
食料・農林水産業の環境負荷低減に向けた取組
を進めるため、小水力等再エネの導入、施設の
集約・再編、ポンプ等の省エネ化、農地の大区
画化及び集積・集約化による機械作業の効率化、
J－クレジット制度も活用した中干し期間の延
長の取組等を推進します。

イ土地改良区の運営体制の強化
地域の農業水利施設の保全の取組が持続的に
行われるよう、土地改良区の再編整備（合併等）
を始めとした、水土里ビジョンに基づく土地改

良区の運営基盤の強化を推進します。

ウ技術開発の促進と普及、人材の育成
本計画で掲げた政策目標の達成に資するた

め、新たな技術開発や農業農村工学技術者の育
成を推進するとともに、これらの取組を計画的
かつ効果的に推進するため、新たな技術開発計
画を 2026（令和８）年度中に策定します。

エ�入札契約の透明性、公平性及び競争性の向上
と品質確保の促進
土地改良事業の円滑な執行に当たっては、多

様な入札契約制度を活用しつつ、適正価格によ
る契約を推進し、入札契約の透明性、公平性及
び競争性の一層の向上を図ります。
また、建設業の担い手の育成・確保、品質の

確保、資材価格の上昇等に対応するため、適正
な工期設定等による長時間労働の是正、労務単
価、資材価格等の最新の実態を反映した積算に
よる適正利潤の確保、情報化施工の導入促進等
の取組を推進します。

４　おわりに
本計画は、農業構造転換集中対策期間である

今後５年間の集中的な対策を示す重要な指針と
なるものです。本計画の策定を契機として、土
地改良事業が、国民の食と暮らしを支える「水
と土」を未来に継承し、将来にわたって、食料
安全保障の確保、更には農業の有する多面的機
能の発揮を実現する取組として、着実に展開さ
れることが期待されます。そのためには、国、
都道府県、市町村、土地改良区等の関係機関が
連携して、土地改良事業の効率的・効果的な実
施に取り組むことが不可欠ですので、会員の皆
様におかれましても、一層御尽力いただきます
ようお願いいたします。
なお、本計画の本文、KPI 等
の詳細は右の２次元コードから
ご覧いただけますので、是非一
度読んでいただければ幸いです。
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